
 

 

【令和６年第１回定例会 予算常任委員会 議案第３０号 追加資料】 

○学校給食センター改修事業について 

教育現場において、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることが

できるよう、積極的に食育に取り組んでいくことがこれまで以上に重要となっており、学校給食

共同調理場において、市内の児童・生徒の給食を集中的に調理・管理することは、給食内容の充

実と食育の推進に効果的であることから、学校給食センターの改修に併せ、給食事業を再構築す

る。（令和４年２月厚生文教常任委員会資料で説明） 

 

（１）改修判断に至った経緯、検討状況 

①改修に至った経緯 

平成28年2月策定の阪南市公共施設等総合管理計画における「学校給食センターは、新耐

震基準後に建設した施設ですが、今後も計画的な予防保全を行なうため、個別計画に基づき、

光熱水費などのライフサイクルコストの低減や職員による施設点検を含め、大規模改修を実

施するなど、施設の長寿命化を図ります。」という方針、及び行財政構造改革プラン（改訂版）

における、「継続して使用する施設」としての位置付けを踏まえ、学校給食センターの施設建

設４０年目を節目に大規模改修（長寿命化改修）（約１２億円）を実施する考えに至った。 

  ②その後の経緯 

●令和４年２月 厚生文教常任委員会 

    ・DB方式とCM方式による現地での改修という事業スキームを説明。 

    ・改修ではなく新築の検討に関するお尋ねに対し、適地がないという判断の中、行財政構

造改革プラン改訂版を踏まえるとともに、小中学校を合わせて食缶式にして食育を推進

することをできるだけスピードアップするため改修を実施する判断をした旨を説明。 

   ●令和４年３月定例会 

・当初予算において関係予算を措置。 

・予算常任委員会において、PFI 方式等の検討に関するお尋ねに対し、建築事業と運営事

業を一体として行なうPFI方式等については、改修時期がDB方式に比べ遅くなり、早

急な改修が必要ということで、DB方式を採用した旨を説明。 

【債務負担行為】事 業：学校給食センター改修事業 

期 間：令和４年度～令和６年度 

限度額：１，２４４，３８１千円 

    ●令和４年６月１０日 阪南市立学校給食センター改修事業発注者支援（CM）等業務委託に   

ついて契約を締結。 

 ≪契約内容≫契 約 日：令和４年６月１０日 

  委託業者：（株）安井建築設計事務所（公募型プロポーザル方式） 

  委託金額：５２，８００千円 

  履行期間：令和４年６月１０日～令和７年３月３１日 

●令和４年１２月定例会 

・補正予算（第１１号）において、物価高騰及び設備の変更などによる事業費の増加のた

め債務負担行為を補正。 

【債務負担行為】限度額（補正後）：１，４７０，２５８千円（２２５，８７７千円増額） 

  ●令和５年３月定例会 

   ・当初予算において関係予算を措置。 



 

 

   ・予算常任委員会において、改修工事期間中の学校給食の提供に関するお尋ねに対し、でき

るだけ何等かの形で学校給食を提供したい旨を説明。 

 ●令和５年６月定例会 

・阪南市立学校給食センター改修事業設計施工の工事契約の締結について議決をいただき契

約を締結（公募型プロポーザル方式）。 

・CM 業者と連携を密にして改修事業を推進することに関する質問に対し、スケジュールに

従って事業を円滑に進めて行きたい旨を説明。 

・近隣市町との連携に関するお尋ねに対し、連携も検討したが、最終的に阪南市の子どもた

ちのために給食を提供して、なおかつ充実した食育に取り組んでいくことを鑑み、本市単

独で改修事業を実施していく考えに至った旨を説明。 

・学校給食センターから高齢者等への給食の提供の考えに関するお尋ねについて、将来的な

運用面において調査研究を行なう旨を説明。 

    ≪契約内容≫契 約 日：令和５年６月１２日 

   契約業者：大末建設・日本土木建設特定建設工事共同企業体 

   契約金額：１，４３０，６６０千円 

     工  期：令和５年６月１２日～令和６年１２月２８日 

●令和５年９月定例会 

・補正予算（第４号）において所要の債務負担行為を設定。 

・予算委員会において、給食センターイントラ回線等移転業務委託料に関するお尋ねにつ

いて、学校給食センター改修工事における事務所移転に伴いイントラ回線を移転先に接

続する旨を説明。 

【債務負担行為】 

（小学校給食）事 業：調理・配送業務委託 

期 間：令和５年度～令和９年度 

限度額：３１４，１０５千円 

（中学校給食）事 業：中学校給食調理等業務委託 

期 間：令和５年度～令和６年度 

限度額：８５，４５０千円 

●令和５年１０月２０日 

    ・中学校給食の令和５年度までの現契約について期間と金額の変更契約を締結。 

     ≪契約内容≫契 約 日：令和５年１０月２０日 

委託業者：株式会社河北食品 

     委託金額：８５，４５０千円（増額） 

           履行期間：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

    ◇令和６年４月１日～令和６年１２月２８日 

改修工事期間中には引き続きデリバリー（ランチボックス）方式により中学校給食

を提供します。ただし、業務終了時期については、委託者より通知します。 

●令和５年１１月２４日 

 ・小学校給食について指名競争入札により業者を決定し契約を締結 

     ≪契約内容≫契 約 日：令和５年１２月７日 

履行期間：令和６年４月１日～令和１０年３月３１日 

  委託金額：３０５，５２５千円 

          委託業者：コック食品（株）   



 

 

    ◇令和６年４月１日～令和６年１２月３１日 

改修工事期間中に受託者が用意した調理場から食缶方式により小学校給食を提供し

ます。 

◇令和７年１月１日～令和１０年３月３１日 

改修後の学校給食センターから食缶方式により小・中学校給食を提供します。 

●令和６年２月 厚生文教常任委員会 

    ・当該取組の進捗状況について説明。 

    ・改修工事において防災に関するお尋ねに対し、熱源については旧国道２６号に埋設され

ている災害に強い都市ガス（中圧管）を引き込むなどについて説明。 

    ・改修工事期間中の小学校給食の配送に関するお尋ねについて、迂回ルートも活用しなが

給食時間を守れるよう配送に努める旨を説明。また、給食が届かなかった場合の支援体

制に関するお尋ねについて、補完する何かを常備する形で考える旨を説明。 

 

（２）別敷地・広域連携・民間委託の検討経過 

【検証状況】改修との比較（令和4年2月当時） 

 費用（新築） かかる期間 メリット デメリット 

民間委託 ※市内に市が運営する学校給食センターを維持する方針のため検討対象外 

PFI 約２１億円 改修より期間

を要する（用

地確保等） 

・民間の資金、経営能

力、及び技術的能力

を活用できる 

・改修より期間と費用を要する 

・維持管理費（約３０億円/１５

年、約２億円/年） 

新築 

（現地で

の改築） 

約２１億円 改修より期間

を要する（除

却等） 

・新たな建物として

整備できる 

・改修より期間と費用を要する 

DBO 約２１億円

以上 

改修より期間

を要する（用

地確保等） 

・民間の資金、経営能

力、及び技術的能力

を活用できる 

・改修より期間と費用を要する 

・PFIより行政の負担が必要 

・維持管理費（約３０億円/１５

年、約２億円/年） 

長期包括 

（PFI） 

約２１億円 改修より期間

を要する（用

地確保等） 

・民間の資金、経営能

力、及び技術的能力

を活用できる 

・改修より期間と費用を要する 

・維持管理費（約３０億円/１５

年、約２億円/年） 

※PFI、DBO及び長期包括の費用（新築、約２１億円）と維持管理費（約３０億円/１５年、約２億

円/年）は、令和３年４月から運営を開始した須坂市の事例を参考とした。 

※今回、改修工事の手法として採用したDB 方式（建築事業において設計（デザイン）と施工（ビ

ルド）を一括にして発注を行う設計・施工一括発注方式のこと）については、決められた事業期

間において、民間事業者である設計者、工事業者、厨房業者等を含めたノウハウを最大限に活用

することで、設計効率を高め、また、より効率的・効果的な施設利用計画を作成し、円滑に施設

改修を行うことでコスト削減も含めて事業効果を高めていこうとするもので、内閣府の資料

（PPP/PFI 手法導入優先的検討規程）によると、通常発注に比べ、１０％の効果が見込まれると

されており、本改修に係る総工事関連経費についても９３，７０９千円の削減効果が見込まれる

ことから、DB方式を採用。建築事業と運営事業を一体的に行うPFI方式については、その改修

時期がDB 方式に比べ、遅くなり早急に改修が必要な本給食センターの方式として採用しがたい

ことから不採用。 

 



 

 

①別敷地 

市内に用地を確保することも確認したが、学校給食センターの建設を可能とする規模の用

地は存在しなかったため、平成28年2月策定の阪南市公共施設等総合管理計画における「学

校給食センターは、新耐震基準後に建設した施設ですが、今後も計画的な予防保全を行なう

ため、個別計画に基づき、光熱水費などのライフサイクルコストの低減や職員による施設点

検を含め、大規模改修を実施するなど、施設の長寿命化を図ります。」という方針とともに、

行財政構造改革プラン（改訂版）における、「継続して使用する施設」としての位置付けを踏

まえ、学校給食センターの施設建設４０年目を節目に大規模改修（長寿命化改修）（約１２億

円）を実施する考えに至った。 

 

②広域連携 

泉南市と意見交換を行ったが、両市においてメリットを見いだせず、本市単独で整備する

考えに至った。 

 

③民間委託 

市内の児童・生徒に安全安心な学校給食を提供するため、市内に学校給食センターを維持

し、行政が管理・運営することが市の方針であるため検討対象外とした。 

 

（３）改修工事契約書 

別紙のとおり。 

 

（４）改修後のかかる経費 

調理配送業務委託料、光熱水費等の施設運営に係る経費については、平成30年度決算額か  

ら想定すると次のとおりである。 

【単年度経費】 

＝１０７，８２９千円（小学校給食事業費）＋１４，０００千円（中学校分割増額） 

＝１２１，８２９千円（令和４年２月厚生文教常任委員会資料から算定） 

 

（５）給食事業・経費の将来の推移の予測（現在～２０６０年） 

   児童・生徒数の減少により、調理配送業務委託料及びその他給食事業に係る経費は減少傾

向になると考えるが、物価高騰等については不明。 

 

（６）食育・防災・高齢者福祉における給食事業展開計画とビジョン 

  ①食育 

    学校給食を通した健康な身体づくりとともに、食の文化や自然の恩恵、生産の背景にある

人々の営みへの理解を深め、感謝の気持ちと環境保全に寄与する態度を養う食育を推進する。 

②防災 

熱源については旧国道２６号に埋設されている災害に強い都市ガス（中圧管）を引き込み、

防災時に炊き出しを可能とするため、受水槽を設置するとともに簡易コンロを整備する。 

③高齢者福祉 

当面、児童・生徒への学校給食の提供を基本とし、高齢者福祉については将来的な運用面

において調査研究を行なう。 






































































































